
加入できる事業主
林業（育林業、素材生産業、山林種苗業等）を営む
方なら、専業・兼業を問わず加入できます。

対象となる従事者
●林業で働く方なら、作業種別にかかわりなく、ま
　た、月給制・日給制・出来高制にもかかわりなく
　すべての人が対象となります。
●いわゆる「一人親方」は、任意組合をつくれば対
　象となります。

ただし、「中小企業退職金共済法」に基づく中小企
業退職金共済制度、建設業退職金共済制度及び清
酒製造業退職金共済制度との従事者の重複加入は
できません。

請求するには
「退職金請求書」に必要事項を記
入し、必要な証明を受けた後、「共
済手帳」と必ず「住民票」を添えて
林退共支部へ提出してください。

退職金額は
掛金日額460円で始めた人の退職金
額については、右の表のとおりです。

受け取り方法は
退職金は、請求人が指定する金融
機関の普通預金口座への振り込み
による受け取りとなります。

Ⅲ. 掛金を納めるには
共済証紙の購入
この制度は、すべての林業の仕事に適用となりますので、従事者の
延べ就労人数と日数に応じて、最寄りの指定金融機関で「林業退
職金共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。

共済証紙の貼り方
雇用している従事者に賃金を支払う都度（少なくとも月1回）、働
いた日数に応じた「共済証紙」を従事者の「共済手帳」に貼り、消
印をすることにより掛金を収めたことになります。

共済手帳の更新
共済手帳の証紙貼付欄に共済証紙を貼り終っ
たら、「証紙貼付満了による手帳更新申請書」
に必要事項を記入し、各都道府県にある林退共
支部へ新しい共済手帳の交付を申し込んでく
ださい。

取扱金融機関
農林中央金庫 本・支店
都市銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）
地方銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）
第二地方銀行（林退共の指定した銀行の本・支店）

Ⅰ. 加入するには
「共済契約申込書」及び「共済手
帳申込書」に必要事項を記入し
て、各都道府県にある林退共支
部へ申し込んでください。

※加入の手続きに関しての費用は、
　一切不要です。

Ⅱ. 加入すると
事業主には「林業退職金共済契約者証」、従事者には
「退職金共済手帳」が交付されます。
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加入から退職金を受け取るまで

Ⅳ. 退職金を受け取るには
退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が24月（17日を
１ヶ月と換算）以上になって、林業関係の仕事をしなくなったと
きなどに、従事者またはその遺族からの請求により、その請求
人に直接支給されます。

事業主には 従事者には

1日券 460円

10日券 4,600円

金   額（円）年  数（月数）

自治体等による掛金助成制度。
自治体等も林退共制度をサポートしています。
林退共制度に加入する事業所は、自治体等からも独自の助成が受けられます。
助成金の内容はそれぞれの自治体等で異なります（一部自治体では、未実施の
場合もあります。）

林退共制度とは
林業に従事する人たちのために「中
小企業退職金共済法」により国が
作った制度です。
林業を営む事業主が、雇用している
従事者の共済手帳に働いた日数に
応じて掛金となる共済証紙を貼り、
その従事者が林業界で働くことを
やめたときに林退共から退職金を
支払うという、いわば「業界全体で
の退職金制度」です。

この制度の特長
  税法上の扱い
掛金は、法人では損金、個人企業
では必要経費として扱われます。
（法人税法施行令第135条第1号、
所得税法施行令第64条第2項）

（注）資本金または出資金が1億円を超え
る法人の法人事業税には、外形標準課税
が適用されますので、ご留意ください。

  国の補助
新たに加入した従事者（被共済
者）については、掛金の一部（初
回交付の共済手帳の62日分）が
免除されます。

  中退共制度等との移動
林退共制度の被共済者が他の退
職金共済制度（中退共、建退共、清
退共）の対象者になって移動したと
き、またはその反対である場合、掛
金を通算することができます。

  退職金は、事業所間を
  通算して計算
従事者の雇用事業主が変わって
も、それぞれの期間全てを通算し
て計算されます。


